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〇 経 済 産 業 省 令 第 四 十 七 号  

 デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の デ ジ タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 六 十 三 号 ） の 一 部 の 施 行 に 伴 い 、 並 び に 鉱 業 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 八 十 九 号 ）

第 五 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 四 項

の 規 定 に 基 づ き 、 鉱 業 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 八 年 五 月 十 四 日                         経 済 産 業 大 臣  赤 澤  亮 正  

   鉱 業 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 鉱 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 通 商 産 業 省 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の よ う に 改 め る 。  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

改   正   後  改   正   前  
  

目 次  目 次  
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第 一 章  通 則 （ 第 一 条 ― 第 三 条 の 二 ）  
第 二 章  鉱 業 権 の 設 定 又 は 変 更 の 出 願 等 の 手 続  

第 一 節  出 願 に よ る 鉱 業 権 の 設 定 又 は 変 更 の

出 願 等 の 手 続 （ 第 四 条 ― 第 二 十 一

条 ）  

第 二 節  特 定 開 発 者 の 選 定 に よ る 鉱 業 権 の 設

定 又 は 変 更 の 申 請 等 の 手 続 （ 第 二 十

二 条 ― 第 二 十 二 条 の 八 ）  

第 三 節  鉱 業 権 の 取 消 し 等 の 手 続 （ 第 二 十 二

条 の 九 ）  

第 三 章  租 鉱 権 の 設 定 ま た は 変 更 の 申 請 等 の 手

第 一 章  通 則 （ 第 一 条 ― 第 三 条 の 二 ）  

第 二 章  鉱 業 権 の 設 定 又 は 変 更 の 出 願 等 の 手 続  

第 一 節  出 願 に よ る 鉱 業 権 の 設 定 又 は 変 更 の

出 願 等 の 手 続 （ 第 四 条 ― 第 二 十 一

条 ）  

第 二 節  特 定 開 発 者 の 選 定 に よ る 鉱 業 権 の 設

定 又 は 変 更 の 申 請 等 の 手 続 （ 第 二 十

二 条 ― 第 二 十 二 条 の 八 ）  

（ 新 設 ）  

 

第 三 章  租 鉱 権 の 設 定 ま た は 変 更 の 申 請 等 の 手
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続 （ 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 六 条 ）  
第 四 章  鉱 業 の 実 施 （ 第 二 十 六 条 の 二 ― 第 四 十

四 条 ）  

第 四 章 の 二  鉱 物 の 探 査 の 許 可 等 の 手 続 （ 第 四

十 四 条 の 二 ― 第 四 十 四 条 の 十 四 ）  

第 五 章  決 定 の 申 請 及 び 意 見 の 聴 取 の 手 続 （ 第

四 十 五 条 ― 第 五 十 六 条 ）  

第 六 章  補 則 （ 第 五 十 七 条 ― 第 六 十 一 条 ）  

附 則  

 

第 二 章  鉱 業 権 の 設 定 又 は 変 更 の 出 願 等 の

続 （ 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 六 条 ）  

第 四 章  鉱 業 の 実 施 （ 第 二 十 六 条 の 二 ― 第 四 十

四 条 ）  

第 四 章 の 二  鉱 物 の 探 査 の 許 可 等 の 手 続 （ 第 四

十 四 条 の 二 ― 第 四 十 四 条 の 十 四 ）  

第 五 章  決 定 の 申 請 及 び 意 見 の 聴 取 の 手 続 （ 第

四 十 五 条 ― 第 五 十 六 条 ）  

第 六 章  補 則 （ 第 五 十 七 条 ― 第 六 十 一 条 ）  

附 則  

 

第 二 章  鉱 業 権 の 設 定 又 は 変 更 の 出 願 等 の
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手 続  

    第 一 節 ・ 第 二 節  （ 略 ）  

    第 三 節  鉱 業 権 の 取 消 し 等 の 手 続  

（ 公 示 送 達 の 方 法 ）  

第 二 十 二 条 の 九  法 第 五 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法

律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 四 項 に 規 定 す る 経 済

産 業 省 令 で 定 め る 方 法 は 、 経 済 産 業 大 臣 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） と 公 示 事 項 （ 同 法 第 十 五 条 第 四 項 に 規 定

す る 公 示 事 項 を い う 。 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ）

手 続  

    第 一 節 ・ 第 二 節  （ 略 ）  

 （ 新 設 ）  

 

（ 新 設 ）  
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の 閲 覧 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 経 済

産 業 大 臣 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回

線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能 を

備 え た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続

し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

一  経 済 産 業 大 臣 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備

え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当

該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子

計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の  

二  イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信
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装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八

号 ） 第 二 条 第 一 項 第 九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自

動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の  
   

 様 式 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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   附  則  

 こ の 省 令 は 、 デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の デ ジ タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第 1（第 2条の 2関係）  

 

出願（申請）番号  

 

 

令 8 北 経 出 試 般 第 1 2 3 号  

 

備考  

1 出願（申請）番号は、上記の例により、出願（申請）を受理した年、本省又は管轄

経済産業局の名称を表示する文字、出願（申請）を表示する文字、試掘権又は採掘権

（租鉱権）を表示する文字、特定区域（特定区域以外）を表示する文字及び番号をも

つて表示すること。  

2 本省又は管轄経済産業局の名称は、次の表に掲げる文字をもつてすること。  

 

管轄経済産業局等  表示する文字  

本省  経  産  

北海道経済産業局  北  経  

東北経済産業局  東北経  

関東経済産業局  関  経  

中部経済産業局  中部経  

近畿経済産業局  近  経  

中国経済産業局  中国経  

四国経済産業局  四  経  

九州経済産業局  九  経  

沖縄総合事務局  沖  経  

 

3 出願（申請）の表示は、出願については「出」、申請については「申」の文字をも

つてすること。  

4 試掘権又は採掘権（租鉱権）の表示は、試掘権については「試」、採掘権について

は「採」、租鉱権については「租」の文字をもつて表示すること。  

5 特定区域又は特定区域以外の表示は、特定区域については「特」、特定区域以外に

ついては「般」の文字をもつて表示すること。  

6 番号は、年ごとに更新すること。  

 

 




